
富山県の物品等調達に係る随意契約の実施（随意契約前の公表） 

富山県の物品等調達について、次のとおり地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号） 

第 167 条の２第１項第４号の規定により随意契約を行うので、富山県会計規則第 100 条

第２項第２号の規定により公表する。 

平成 27 年 7 月 29 日 

富山県知事 石井隆一 

 

１ 随意契約する事項 

(1) 購入物品等名及び数量 

○機能性消臭シート(4 枚入り)、３セット 

○特殊セラミックパウダー消臭シート、２枚 

(2) 購入物品等の規格、機能、性能等 

○機能性消臭シート：よい香りを放ちながら嫌なにおいを吸収分解するシート 

○特殊セラミックパウダー消臭シート：電源や薬剤を使用しないので、使用場所を

選ばない。 

 

(3) 納入期限 

平成 27 年 8 月 21 日  

(4) 納入場所 

農林水産総合技術センター食品研究所 

２ 契約の相手方の選定の基準及び決定の方法 

新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として知事の認定を受けた者 

３ その他 

問合せ先 

〒939-8153 富山市吉岡３６０ 

富山県農林水産総合技術センター食品研究所 

TEL076-429-5400 FAX076-429-4908 

 

 


